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午前10時　　

　　～正午

日　　時 場　　所 行政相談委員

旧長倉小（出発）→三王山（休憩）→蒼泉寺（見学）→旧長倉小（到着）→四季彩館（昼食・入浴）

新緑の三王山ハイキング参加者募集
絶品！！御前山ダムカレーを堪能

　新緑の三王山で日々の運動不足を解消！ハイキング後は、四季彩館で絶品のダムカレーを堪能し、
温泉で疲れを癒やしてはいかがでしょうか？
ただいま参加者を募集しています。お気軽にお申し込みください。～皆さんの参加をお待ちしております～

開  催  日　令和６年５月26日（日）　※雨天中止
集合場所　旧長倉小学校（常陸大宮市長倉1315）
集合時間　午前８時30分
募集人員　30名（先着順）
参  加  費　2,000円（保険、食事、入浴にかかる費用も含む）
申込期限　令和６年５月15日（水）まで
コ  ー  ス　約９km（所要時間：往復約３時間30分程度）

※申込特典：四季彩館無料入浴券プレゼント（入湯税別・次回利用可）
※定員に達した場合は、期限前に締め切ります。ご了承ください。
※当日は御前山・那珂川広域連携協議会所属の地域案内人がガイドを行います。

【当日の注意点】
　・飲み物等は各自でご用意ください。
　・歩きやすい服装、靴でご参加ください。
　・入浴に必要なもの（バスタオル等）は各自ご用意ください。
　
申込み・問合せ　御前山・那珂川広域連携協議会事務局（常陸大宮市商工観光課）　☎0295－55－8073
※お電話でお申し込みください。（電話受付　平日９:00～17:00　※12:00～13:00を除く）

行政相談委員による行政相談実施のお知らせ
暮らしの中の困りごと、お気軽にご相談ください

　行政相談委員は、「めざそう 住みよい まちづくり」をスロー
ガンに、住民の皆さんの身近な相談相手として、行政に関する
相談やお悩みなどを受け付け、その解決のための活動をしてい
ます。
　毎日の暮らしの中で、困っていることや悩んでいることなど
がありましたら、お気軽にご相談ください。

令和６年度　行政相談日程表

問合せ　総務課　☎029－288－3111（内線217）

園　部　良　治さん（上入野）
加藤木　美智子さん（孫　根）
川　又　重　光さん（塩　子）

行政相談委員



町が自治会を通して集める会費等
社会福祉協議会 会費
日本赤十字社 寄付
赤い羽根共同募金
歳末たすけあい募金
区民の会 寄付

500円
500円
600円
400円
100円

合　計 2,100円

町からの自治会への補助金
自治振興助成
１戸分
均等割

※10世帯の自治会として計算

2,000円
300円

合　計 2,300円

（１戸あたり）（１戸あたり）

※

　町のお財布事情など、町長が
町民の皆さまへお伝えしたいこ
とを掲載していきます。

物価高騰対応重点支援給付金を支給
均等割のみ課税世帯に対し

　５月は赤十字運動月間です。この運動は、日本
赤十字社の活動を多くの方にご理解いただき、活
動資金の募集を行うことで、赤十字の一員として
活動を財政面で支え、国内外への人道的支援を応
援するものです。皆さまのご協力をお願いします。
赤十字活動について　
　ご協力いただいた資金は、国内外での紛争や災
害救援活動、災害救援物資の配布、献血、救急法
等の各種講習会開催などに役立てられます。
活動資金（協力金）　１世帯500円以上
申込方法
①自治会に加入している世帯
　各自治会長に活動資金募集の取りまとめをお願
いしています。なお、活動資金募集は、自由意思
によるものです（強制ではありません）。
②個人で申し込む場合
　健康福祉課・桂支所・七会町民センターで納入
いただけます。
※昨年度は町内4,154世帯から206万1,300円のご協
　力をいただきました。ありがとうございました。
問合せ　健康福祉課　☎029－353－7265（直通）

　物価高騰にともなう支援として、住民税均等割
のみ課税世帯に対し、１世帯あたり10万円の給付
金を支給します。受給には手続きが必要です。
支給対象者　基準日（令和５年12月１日）に城里町
　に住民登録があり、世帯全員が令和５年度住民
　税均等割のみ課税世帯の世帯主
※住民税が課税されている方の扶養親族等のみか
　らなる世帯は除きます。また、令和５年度住民
　税非課税世帯（物価高騰対応重点支援給付金７
　万円）の対象の方は受給できません。
こども加算給付金　令和５年度住民税非課税世帯
　および均等割のみ課税世帯のうち、子育て世帯
　の世帯主に対し、18歳以下のこども１人あたり
　５万円を支給します。
申請方法　町から送付する確認書または申請書の
　内容を確認し、添付書類とともに同封の返信用
　封筒で提出してください。
申請期限　６月28日（金）
申請先・問合せ　
　健康福祉課　物価高騰給付金窓口
　☎029－288－3111（内線133）

日赤の活動資金募集
ご協力をお願いします

　城里町では、自治会への加入を促進するため、
転入届を受け付ける際に自治会加入のお願いの
文書をお渡ししています。
　自治会に入りたくない理由として、「社会福祉
協議会の会費や各種募金活動について自治会に
入っている人だけが支払うことになり、不公平
である。」という理由を挙げられることがありま
した。城里町では、このような意見を受け止め、
自治会に対する補助金（自治振興交付金）を令和
５年度に１戸あたり1,000円から2,000円へと
1,000円の増額をしました。そのため、右表に
示すとおり自治会へ助成金額が年間に求められ
る寄付額や会費を上回るようになり、会費や寄
付の支払いのために自治会でお金を集める必要
はなくなりました（ただし、自治会の集会所の
維持費などのための集金は各自治会ごとに続い
ているかと存じます）。
　自治会に加入をしている利点として、ホロル
の湯の割引入場券が広報紙と一緒にもらえるこ

とに加え、花いっぱい運動や３世代交流事業を
実施する場合に補助金が受けられることなどが
あります。しかし、自治会に加入する一番の理
由としては、近所の住人の顔がわかるようにな
るということだと思います。年に１回でも自治
会の総会に集まることで、近所の人と面識がで
きることは、いざという時の協力や地域の防犯
力の向上につながります。普段は必要性を感じ
られないかもしれませんが、「安全・安心な地域
は自分たちで実現する」という意識のもと、自
治会への加入と活動をよろしくお願いします。


